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令和８年４月７日発行 

１． 沖縄県国際交流・人材育成財団奨学金（貸与型、無利息）［全学年対象］ 新規 

奨学金の種類 
高校育英貸与奨学生 修学支援奨学生 高等学校奨学生 

貸与額 自宅通学： 18,000 円  

自宅外通学：23,000 円 

220,000 円 
自宅通学： 18,000 円  

自宅外通学：23,000 円 

今年度採用枠 340 名 220 名 10 名 

 

 

申込資格 

 

 

要件 

父または母が沖縄県内に住所を有していること 本人が沖縄県内に住所を有すること 

高等学校・中等教育学校の後期課程・特別支援学校・特

に認められた専攻科・専修高等学校課程(修業年限が 2年

以上)に在学している生徒  

 

※地方公共団体または民間育英団体等から奨学金を 

借りている者は申込資格がないので注意すること。  

沖縄県内の高等学校 

 

 

※左に同じ！ 

推薦基準 学力 高１生➡中学校等の成績が 3.0 以上 

高２生以上➡高等学校の成績が 3.0 以上 

勉強意欲があり学業を確実に終了できる 

見込みの者 

人物 勉強意欲があり、奨学生としてふさわしい生徒であること 

 

 

提出書類 

① 令和８年度奨学生願書 

② 令和７年度市町村県民税所得課税証明書 

(市町村が発行したもので、所得及び課税に関する全項目が記載されているもの) 

③ 住民票謄本(世帯主・世帯主との続柄、本籍・筆頭者の記載あり。マイナンバーの記載なし) 

(転出しているが同一生計の者がいれば、その者も必要) 

④ 応募者本人名義の通帳の写し 

(店番号、口座番号、名義人フリガナ等が記載されているページ) 

⑤ 特別控除にかかる証明書類(所得控除を希望する場合に提出する) 

 

財団判定  

家計 

本人の属する世帯で、生計を一にする家計支持者のそれぞれの

収入源から所得を算出し、その合計金額から規定で定められた

控除額を差し引いた金額が、当財団の定める収入基準を下回る

こと 

下記のいずれかに該当する者 

市町村から生活保護を受けている世帯の者 

市町村民税が非課税とされている世帯の者 

本人の属する世帯で、就学者を除く 18歳以 

上の者の全収入が財団の定める基準内であ 

る世帯の者 

書類配布期間 2026年４月７日(火)～４月１０日(金) 進路室で書類の受取 

校内締切(書類) 2026年４月１７日(金) 午後４時(厳守) 🔙 全書類を揃えて、進路部へ提出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合格者オリエンテーションで 

案内した奨学金 

詳細：『令和８年度奨学生募集要項[在学]』参照！ 

令和８年度高校育英貸与奨学生、修学支援奨学生及び高等学校奨学生に関して 

既に中学校で内定を受けた高校１年生へ 

 

書類提出期限：４月１３日(月) 午後４時 (奨学金係へ) 


